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市政のうごき市政のうごき

　

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両

方
に
自
己
負
担
が
あ
る
世
帯
で
、

１
年
間
（
毎
年
８
月
１
日
〜
翌
年

７
月
31
日
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己

負
担
額
を
合
算
し
て
、
自
己
負
担

限
度
額
に
５
０
０
円
を
加
え
た

額
以
上
の
場
合
は
、
申
請
に
基
づ

き
、
そ
の
超
え
た
金
額
を
支
給
し

ま
す
。
同
一
世
帯
内
で
も
、
対
象

年
度
の
末
日（
通
常
は
７
月
31
日
）

に
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
ご

と
に
計
算
し
ま
す
。

　

な
お
、自
己
負
担
額
の
合
算
は
、

高
額
療
養
費
や
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
を
受
給
し
た
後
の
自
己
負
担

額
を
合
計
し
て
合
算
し
ま
す
。

■
申
請
方
法

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
で

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
に
は
１

月
下
旬
に
、
国
民
健
康
保
険
加
入

で
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
に
は

３
月
下
旬
以
降
に
申
請
書
を
送
付

し
ま
す
。

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
各
医
療
保
険
者
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
計
算
期
間
中

に
保
険
者
の
変
更
な
ど
に
よ
り
、

申
請
書
が
送
付
さ
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
下
表
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■ 

70
歳
以
上
の
人
が
い
る
世
帯
の

自
己
負
担
限
度
額

※ 

１
＝
た
だ
し
、
住
民
税
課
税
所

得
が
１
４
５
万
円
以
上
で
も
要

件
を
満
た
せ
ば
、
申
請
に
よ
り

「
一
般
」
の
区
分
と
同
様
に
な

り
ま
す
。

※ 

２
＝
住
民
税
非
課
税
世
帯
Ⅰ
で

複
数
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

が
い
る
世
帯
の
場
合
は
、
介
護

支
給
分
の
限
度
額
が
31
万
円
と

な
り
ま
す
。

▽ 

住
民
税
非
課
税
世
帯
Ⅰ
＝
世
帯

全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
世

帯
員
全
員
の
各
所
得
が
０
円
の

世
帯
の
人
（
た
だ
し
、
公
的
年

金
等
控
除
額
は
80
万
円
と
し
て

計
算
）

所得区分
後期高齢者医療制度
＋介護保険（75 歳以
上の人がいる世帯）

国民健康保険等＋
介護保険（70～ 74
歳の人がいる世帯）

現役並み所得者（住民税課
税所得 145万円以上）※ 1 67 万円

一般（住民税課税所得 145
万円未満） 56 万円

住民税非課税世帯Ⅱ 31 万円
住民税非課税世帯Ⅰ 19 万円（※ 2）

70 歳以上の人がいる世帯の自己負担限度額（年額）▽ 

住
民
税
非
課
税
世
帯
Ⅱ
＝
世
帯

全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
Ⅰ
以

外
の
人

■ 

70
歳
未
満
の
世
帯
の
自
己
負
担

限
度
額

　

70
歳
未
満
の
世
帯
の
自
己
負
担

限
度
額
は
、
平
成
27
年
８
月
か
ら

の
計
算
期
間
の
自
己
負
担
限
度
額

で
す
。

所得区分「総所得金額等」 国民健康保険等＋介護保険
上位所得者（所得 901万円超） 212 万円
上位所得者（所得 600 万円超 901
万円以下） 141 万円

一般（所得 210 万円超 600 万円以
下） 67 万円

一般（所得 210万円以下） 60 万円
住民税非課税世帯 34 万円

70 歳未満の世帯の自己負担限度額（年額）■
問
い
合
わ
せ
先

▽ 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

＝
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
給
付
課（
℡   

06
・
４
７
９
０
・

２
０
３
１
）

▽ 

国
民
健
康
保
険
加
入
者
＝
医
療

保
険
課
（
℡  
８
９
２
・
０
１
２

１
）

▽ 

社
会
保
険
加
入
者
＝
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
者

▽ 

介
護
保
険
＝
高
齢
介
護
課
（
℡  

８
９
３
・
６
４
０
０
）

問い合わせ 各担当課

⾼額医療・
⾼額介護合算制度

　

29
年
度
の
軽
自
動
車
税
の
税
率

は
、下
表
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、

「
軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
」
に

つ
い
て
は
、「
広
報
か
た
の
」
５

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
３
輪
・
４
輪
車
の
軽
自
動
車

※ 

初
度
検
査
年
月
か
ら
14
年
目
を

迎
え
る
車
両
の
こ
と
で
、
そ
の

年
度
か
ら
税
率
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
13
年
目
ま
で
は
登
録
の
時

期
に
よ
っ
て
、
①
ま
た
は
②
の

税
率
と
な
り
ま
す
。（
対
象
外

車
両
は
、
電
気
・
天
然
ガ
ス
・

メ
タ
ノ
ー
ル
・
混
合
メ
タ
ノ
ー

ル
軽
自
動
車
、
ガ
ソ
リ
ン
を
内

燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る

電
力
併
用
軽
自
動
車
、
被
け
ん

引
車
で
す
）。

車　種 税　率（年額）

軽乗用車 標準税率
電気・天然ガス軽
自動車

平成 32 年度燃費基
準 +20％達成車両

平成 32 年度燃費基
準達成車両

75％軽減 50％軽減 25％軽減
3輪 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

4 輪
自家用 10,800 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円
営業用 6,900 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円

軽貨物車 標準税率
電気・天然ガス軽
自動車

平成 27 年度燃費基
準 +35％達成車両

平成 27 年度燃費基
準 +15％達成車両

75％軽減 50％軽減 25％軽減
3輪 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

4 輪
自家用 5,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円
営業用 3,800 円 1,000 円 1,900 円 2,900 円

■ 軽自動車のグリーン化特例 

　地方税法の改正により、平成 28年 4月 1日～ 29年 3月 31日の間に初度検査を受けた軽自動車の
うち、下表の車両については、29年度のみ軽自動車税が軽減されます。

　
　
　
　

車　

種　

区　

分

税　

率（
年
額
）

排
気
量
等

原
動
機
付
自
転
車

50 

cc
以
下

２
０
０
０
円

51
〜
90 

cc

２
０
０
０
円

91
〜
１
２
５
cc

２
４
０
０
円

ミ
ニ
カ
ー
50 

cc
以
下

３
７
０
０
円

２
輪
の
軽
自
動
車

１
２
５
cc
超
２
５
０ 

cc
以
下

３
６
０
０
円

２
輪
の
小
型
自
動
車

２
５
０
cc
超

６
０
０
０
円

小
型
特
殊
自
動
車

農
耕
用（
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
）

２
４
０
０
円

そ
の
他
（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な

ど
）

５
９
０
０
円

■ 

原
付
・
ミ
ニ
カ
ー
・
オ
ー
ト
バ
イ
・
小
型
特
殊
自
動
車 

■ 

３
輪
・
４
輪
車
の
軽
自
動
車

車　

種　

区　

分

税　

率（
年
額
）

①

平
成
27
年
３

月
以
前
に
登

録
さ
れ
た
車

両

②

平
成
27
年
４
月

以
降
に
登
録
さ

れ
た
車
両

③

初
度
検
査
後
13
年

を
超
え
る
車
両

（
※
）

３　

輪

３
１
０
０
円

３
９
０
０
円

４
６
０
０
円

４
輪
乗
用

自
家
用

７
２
０
０
円

１
万
８
０
０
円

１
万
２
９
０
０
円

営
業
用

５
５
０
０
円

６
９
０
０
円

８
２
０
０
円

４
輪
貨
物

自
家
用

４
０
０
０
円

５
０
０
０
円

６
０
０
０
円

営
業
用

３
０
０
０
円

３
８
０
０
円

４
５
０
０
円

問い合わせ 税務室（   892・0121）

29 年度軽⾃動⾞税
税率のお知らせ

施設名 指定管理者 所管課
星の里いわふね

毎日美装㈱
社会教育課星田西体育施設

いきいきランド交野 ミズノグループ
世代間交流センター （社福）交野市社

会福祉協議会 福祉総務課
ボランティアセンター
高齢者生きがい創造センター（公社）交野市シル

バー人材センター
高齢介護課

自転車駐車場 土木建設課
地域子育て支援センター ㈱プロケア 子育て支援課

問 

い
合
わ
せ　

財
務
課
（
℡  
８
９

２
・
０
１
２
１
）

　

現
在
の
指
定
管
理
者
（
一
部
の

公
共
施
設
の
管
理
者
）
の
指
定
期

間
が
３
月
31
日
で
終
了
す
る
た

め
、
４
月
１
日
か
ら
５
年
間
を
指

定
期
間
と
す
る
新
た
な
指
定
管
理

者
を
左
表
の
と
お
り
、
指
定
し
ま

し
た
。

新
指
定
管
理
者
が

新
指
定
管
理
者
が

決
ま
り
ま
し
た

決
ま
り
ま
し
た



29.03.01 (6)

問い合わせ 社会教育課
（   892・7721）

⻘年の家施設
利⽤料⾦の改定

私市小学校区福祉委員会私市小学校区福祉委員会
～「子どもたちの成長が地域を元気に～「子どもたちの成長が地域を元気に！！」～」～

～ Vol. 4 ～

ようこそ！
校区福祉委員会

問い合わせ　社会福祉協議会

（℡  895・1185）

　私市小学校区福祉委員会は、地域に住む子どもたちと高齢者の
みなさんの世代間交流の充実を図り、健康で安心して日々を楽し
く過ごしてもらえるように、みなさんと共に取り組んでいます。

「カンタービレ」による
ハンドベル演奏の様子

♦子育てサロン
　と 　き　第 1 金曜日午前
10時～正午

　ところ　井手之内会館
　対　象　未就園児と保護者
♦いきいきサロン
　と 　き　第3金曜日午後1時30分～3時30分
　ところ　私市会館　
　対　象　高齢者
♦まごころサロン
　と 　き　第 4火曜日午前
10時～午後 4時

　ところ　私市山手自治会館
　対　象　乳児から高齢者

市政のうごき

■
青
年
の
家（
武
道
館
施
設
含
む
）

　

基
本
的
な
使
用
料
（
一
般
の
市

民
が
使
用
す
る
場
合
）
に
つ
い
て

は
変
更
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
４
月

１
日
か
ら
次
の
対
象
と
な
る
場
合

に
つ
い
て
、
使
用
料
を
改
定
し
ま

す
。

▽
改
定
の
対
象
と
な
る
場
合

① 

小
・
中
学
生
（
小
・
中
学
生
が

主
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
団

体
で
あ
っ
て
、
保
護
者
が
同
伴

し
て
い
る
場
合
に
限
る
）
や
、

心
身
に
障
が
い
が
あ
る
人
（
身

体
障
が
い
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・

精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
）
が

利
用
す
る
場
合

② 

市
民
等
以
外
の
人
が
、
利
用
す

 ＝ ＝ ＝  活動紹介  ＝ ＝ ＝
　毎年 1月に、私市小学校 1
年生の児童と〝昔遊び体験〞を
通して、楽しく交流を図って
います。
　昨年 10 月には、2 年生に
なった児童が、昔遊び体験の
お礼に「いきいきサロン」を訪
問し、グループ別の物語を披
露してくれました。そして、私
たちも「カンタービレ」による
ハンドベルの演奏をプレゼン
トしました。児童たちの成長
に、私たちも元気をもらいま
した。

区　分 倍　率

① 小・中学生等が利
用する場合

市民等 0.5 倍

市民等以外 1.0 倍

②市民等以外が利用する場合 1.5 倍

③ 入場料、整理券な
どの料金を徴収し
て利用する場合

アマチュア（市民等） 1.5 倍

アマチュア（市民等以外） 3.0 倍

アマチュア以外 5.0 倍

る
場
合

③ 
入
場
料
、
整
理
券
な
ど
の
料
金

を
徴
収
し
て
利
用
す
る
場
合

▽
利
用
料
金
の
改
定

　

こ
れ
ま
で
の
使
用
料
に
対
し

て
、
右
表
の
倍
率
を
乗
じ
た
金
額

が
使
用
料
と
な
り
ま
す
。詳
細
に

つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※ 「
市
民
等
」
と
は
、
市
内
在
住
・

在
勤
・
在
学
者
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　

中
身
が
残
っ
た
ス
プ
レ
ー
缶

（
エ
ア
ゾ
ー
ル
缶
）・
カ
セ
ッ
ト
ボ

ン
ベ
を
そ
の
ま
ま
ご
み
収
集
に
出

す
と
、
ご
み
収
集
車
や
ご
み
処
理

施
設
で
の
火
災
・
破
壊
事
故
の
原

因
と
な
り
、大
変
危
険
で
す
。

　

ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
は
中
身
を
全

部
使
い
切
る
か
、
使
い
切
れ
な
い

場
合
は
、
必
ず
火
の
気
の
な
い
風

通
し
の
良
い
屋
外
で
、
音
が
し
な

く
な
る
ま
で
ス
プ
レ
ー
ボ
タ
ン
を

押
し
て
、中
身
を
出
し
切
っ
て
く
だ

さ
い
。ス
プ
レ
ー
缶
に
中
身
の
出

し
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

そ
れ
に
従
い
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

問 

い
合
わ
せ　

環
境
事
業
課
（
℡  

８
９
２
・
２
４
７
１
）

ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
の

ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
の

捨
て
方
に
ご
注
意

捨
て
方
に
ご
注
意
！

ごみ収集車
火災の様子 →

燃えたスプ
レー缶など→
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